
 

公  示 

 

 次のとおり、公募します。 

 

令和８年２月１６日 

 

支出負担行為担当官 

鹿児島労働局総務部長 堀池 岳 

 

１ 公募内容 

（１） 業務名 

令和８年度 リコー製印刷機保守点検業務 

          

（２） 業務の趣旨 

次に示す場所に設置している印刷機を常時正常な状態で使用できるように点検、整備、

回復を目的とし保守を委託する。 

   ① 鹿児島公共職業安定所    ・・・計１台 

     （鹿児島市下荒田１－４３－２８） 

   ② 鹿児島労働局雇用環境・均等室   ・・・計１台 

     （鹿児島市山下町１３番２１号 鹿児島合同庁舎２階） 

 

（３） 業務の内容 

仕様書のとおり。 

※ 仕様書について疑義がある場合は、下記担当者まで連絡すること。 

 

２ 公募に参加する者に必要な資格に関する事項 

（１） 予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被

保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条

中、特別の理由がある場合に該当する。 

（２） 予算決算及び会計令第７１条各号に該当しない者であること。 

（３） 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中ではないこと。 

（４） 次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近

２年間に次の（⑤及び⑥については２保険年度）保険料について滞納がないこと。 

① 厚生年金保険 ②健康保険（全国健康保険協会が管掌するもの） 

③ 船員保険 ④国民年金 ⑤労働者災害補償保険 ⑥雇用保険 

（５） 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 

（６） 過去１年以内に厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されていない

者であること。 



 

 

３ 特殊な方法及び施設等の条件 

（１） メーカー製造の全ての機種について、特殊な構造を含めノウハウを熟知していること。 

（２） 交換部品等消耗品の早急な調達が可能であること。 

（３） 故障の場合、業務に即支障を来たすことから、各複写機設置場所において即時修理対

応ができること。 

 

４ 公募内容等の条件を満たす旨の意思表示 

この公募内容等の条件を満たしている者で、参加を希望する者は、以下により意思表示を

行うこと。 

 

（１） 意思表示期限  令和８年３月３日（火） １５時まで 

（２） 意思表示方法  メール又は郵送（期限まで必着、持参も可） 

（３） 意思表示先  鹿児島労働局 総務部 総務課 会計第一係 担当 永井野 

（４） 意思表示様式  様式任意（下記の要件を明示すること） 

             上記２「公募に参加する者に必要な資格に関する事項」の６項目

等について該当していない旨。 

※ 参考として様式例を仕様書の最終頁に掲載 

 

５ その他 

公募の結果、参加者が複数の場合、一般競争入札により落札者を決定するものとする。 

 

【問い合わせ先】 

       住 所：〒８９２－８５３５  

鹿児島市山下町１３番２１号 鹿児島合同庁舎２階 

    担 当：鹿児島労働局 総務部 総務課 会計第一係 担当 永井野 

電 話：０９９－２２３－８２７５（内線：１２３） 

メール：nagaino-yuudai.9g3@mhlw.go.jp 
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【 鹿児島労働局 】 

 

仕 様 書 

 

１ 業務名 

令和８年度 リコー製印刷機保守点検業務 一式 

 

２ 契約期間 

令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

３ 設置場所、機器名 

  【設置場所】 

① 鹿児島公共職業安定所 

     （鹿児島市下荒田１－４３－２８） 

 ② 鹿児島労働局雇用環境・均等室 

   （鹿児島市山下町１３番２１号 鹿児島合同庁舎２階） 

  

  【機器名】 

設置場所①に設置してある機器名 

     メーカー：リコージャパン株式会社 

     品  名：DD8450P 

 

設置場所②に設置してある機器名 

メーカー：リコージャパン株式会社 

     品  名：SPC840 

 

 

４ 契約内容 

  本業務委託にかかる代金は、契約期間の業務の完了後、契約金額の総額を「官

署支出官鹿児島労働局長」に請求するものとする 

  なお、消費税については、請求しようとする代金に１００分の１０を乗じて得た

額（円未満切捨）とする。 

  

５ 業務内容 

（１）  鹿児島公共職業安定所の印刷機（DD8450P）については、正常な状態

で使用できるように３ヶ月に１回、技術員を機器設置場所に派遣して、

点検・整備を行うこと。 

（２）  印刷機が故障した場合、自社の技術員を機器設置場所に派遣し、速や
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かに正常な状態に回復させること。 

なお、故障の通報は閉庁日を除く日の午前８時３０分から午後５時１

５分までとし、通報から３時間以内に到着できるよう、自社の技術員を

配置すること。ただし、通報当日に到着できない場合は、担当者と相談

のうえ翌日（閉庁日を除く）の午前１０時までに対応すること。 

（３）  印刷機の点検等及び正常回復の実施にあたっては、作業開始前及び終

了時に担当者及び検査担当者に報告を行うこと。 

なお、終了時には、実施日時、機器名、実施した点検等の内容、交換

部品、消耗品の機器への補給状況、機器の清掃状況等を記載した保守完

了報告書を提出すること。 

（４）  印刷機の修理に必要な部品は速やかに調達し、この代金は保守料に含

むこと。 

 

６ 個人情報保護及び作業従事者（技術員） 

（１）  本契約で知り得た事項は守秘義務を厳守し、情報の漏洩防止対策も万

全を期すこと。 

（２）  自社の作業従事者（技術員）及び本契約業務に関わるものに対して、

業務上必要な事項についての指導及び教育を徹底すること。 

 

７ 再委託 

（１） 契約に係る事務又は事業の全部を一括して第三者（受託者の子会社（会

社法第２条第３号に規定する子会社をいう。）を含む。）に委託することは

できない。 

（２） 委託業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分は、再

委託してはならない。 

（３） 委託業務の一部を再委託する場合は、事前に再委託する業務、再委託先

等を委託者に申請し、承認を受けること。 

（４） 再委託を行う場合は、その最終的な責任は受託者が負うこと。 

 

 

【問い合わせ先】 

       住 所：〒８９２－８５３５  

鹿児島市山下町１３番２１号 鹿児島合同庁舎２階 

    担 当：鹿児島労働局 総務部 総務課 会計第一係 担当 永井野 

電 話：０９９－２２３－８２７５（内線：１２３） 

メール：nagaino-yuudai.9g3@mhlw.go.jp 

 



仕様書別表

鹿児島公共職業安定所 鹿児島市下荒田1-43-28 DD8450P 津曲

鹿児島労働局雇用環境・均等室 鹿児島市山下町13番21号2階 SPC840 前野

リコー製印刷機一覧表

設置場所 住所 機種・型式 担当者



【 様 式 例 】 

 

 

令和  年  月  日 

 

支出負担行為担当官 

 鹿児島労働局総務部長 〇〇 〇〇 殿 

 

 

                  所 在 地  

                  名  称 

                  代表者名                  

 

 

「令和８年度 リコー製印刷機保守点検業務」にかかる公募内容等の条件を満たす旨の

意思表示について 

 

 当社は、貴局が公募する「令和８年度 リコー製印刷機保守点検業務」について応募し

たいので、その旨を表示します。なお、当社は、下記記載の事項について相違ないことを

申し添えます。 

 

記 

 

1 当社は、予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しません。 

2 当社は、予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しません。 

3 当社は、厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間ではありません。 

4 社会保険等（厚生年金保険、健康保険（全国健康保険協会が管掌するもの）、船員保

険、国民年金、労働保険をいう。）に加入し、直近２年間について該当する制度の保

険料について滞納しておりません。 

5 経営の状況又は信用度が極度に悪化しておりません。 

6 過去１年以内に厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されておりま

せん。 

7 当社は、仕様書の内容を確認しましたが、その内容について承諾をします。 

 

（担当者） 

氏 名 

ＴＥＬ 

 


